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                                ヤミ金には払わない！

                              
	　

                              	　ヤミ金対策３原則
		ヤミ金には一切払わない！

                                        　 払ったお金を取り返そう！
	警察に告発（被害届）をする。
	ヤミ金の銀行口座を凍結する。

                                        　 ヤミ金の携帯電話を利用停止する。




                              
                                ヤミ金から逃げる必要はありません。

                                  みんなと一緒にヤミ金を撲滅しましょう。

                                
                                  ヤミ金は犯罪です。

                                    法律的に「お金を貸した」ことにはなりません。

                                    ヤミ金から「交付されたお金」そのものも

                                    返済する義務はないのです。

                                    これは最高裁判決（2008年6月）によって

                                    認められました。

                                

                                全国ヤミ金融・悪質金融対策会議（外部リンク）
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                   【主な内容】

   【基礎知識編】　ヤミ金って何？　ポイントは出資法… 

  【実践編】　さまざまなヤミ金の実態。被害者からの聞き取り。職場などへの嫌がらせには。ヤミ金への通知。警察への届出。口座凍結要請。携帯電話会社への要請… 

  【書式偏】　　ヤミ金への通知。警察・銀行・携帯電話会社への提出書面。被害者へのアドバイス。勤務先への説明… 

  【法令・判決編】　出資法、貸金業法、最高裁判決、多重債務問題改善プログラム… 

                  配達地域・冊数に応じて、ＥＸパック、ゆうパック、クロネコ宅急便、クロネコメール便のいずれかで発送します。

                  ★購入申込はＦＡＸで・・・購入申込書はここからダウンロードしてください。
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            「被連協　命の電話」　

              命に代わる

              借金はありません。

              ひとりで悩まないで

              まずは相談を。

              私たちにご連絡ください。 

            0120-996-742（無料）

              ※24時間受付 

              上記につながらない時は

              03-3255-2400（有料） 

	※被連協では上記の「命の電話」を除き、クレジット・サラ金被害の相談は受け付けておりません。お住まいの地域のお近くの加盟団体の相談窓口を御利用下さい。



      	●連絡先（被連協事務局）
	〒530-0047
	大阪市北区
	西天満４丁目５番５号

	マーキス梅田３０１号
	大阪いちょうの会 内
	電話 06-6361-0546
	ＦＡＸ 06-6361-6339
	ホームページに関するお問い合わせ　

            webmaster@cre-sara.gr.jp
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